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法律相談のご案内 

開業１３０周年の歴史から生まれた伝統と信頼 

１８９４年（明治２７）年に浦和の地に開業して以来、代々１３０年にわたって地道に法的サービスを提供してまい

りました。確かな実績と地域や他士業との深いつながりを活かした安心感あるサービスの提供を心がけています。 

相談は予約制になっております。お電話又は Web サイトの「お問合せ」フォーム

（https://hatalaw-since1894.jp/contact）からご予約ください。Web サイトから

のご予約の場合には、後日確認のご連絡をさしあげる場合がございます。 

法律相談は３０分５,５００円(税込)です。 

 

より効果的なご提案のために、事前にご事情を伺わせていただく場合がございま

す。また、相談日当日にお持ちいただきたい書類等がある場合には事前にお伝え

させていただくことがございます。 

 
 

【主な取扱業務】 

•遺産分割

•遺留分

•遺言書作成

•遺言執行

相続

•土地建物明渡

•賃料回収

•競売申立て

•立ち退き

不動産

•離婚

•親権

•養育費

•成年後見、任意後見

家族

•交通事故

•債務整理

•消費者問題

•解雇、未払賃金請求

生活

•事業承継（事業譲渡、
後継ぎ問題）

•契約書作成

•労働問題

•顧問契約

企業法務
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離婚後の夫婦共同親権が認めら
れるようになります 

離婚についての法律相談をしていると、離婚すること
はお互いに納得しているものの、子どもの親権でもめて
しまい話が進まないという相談があります。 

子どもがいる夫婦が協議によって離婚する場合、父
母のいずれか一方を子どもの親権者として定めなけれ
ばなりません。裁判による離婚の場合であっても、裁判
所は父母のいずれかを親権者として定めなければなり
ません。現行の民法ではそうなっています。 

 
しかし、令和６年５月に民法が改正され、いわゆる

共同親権が導入されることになりました（令和８年ま
でに施行予定）。共同親権とは、離婚後に父と母の
双方が子どもの親権を持つことをいいます。共同親権
とはいっても、単独親権がなくなるわけではありません。
民法改正により、子どもを育てる（一緒に生活する）
親権者は、協議離婚の場合であれば、協議によって
共同親権とするのか、それとも父母の一方の単独親
権とするのか決められるようになります。そして、協議が
整わず、裁判離婚となる場合には、共同親権とするか
単独親権とするかは家庭裁判所が判断します。ただ
し、家庭裁判所は、ドメスティック・バイオレンスや子ども
への虐待のおそれがある場合には単独親権にしなけれ
ばなりません。 

本改正による共同親権には、注意すべき点もありま
す。法律相談では、法改正を踏まえた具体的なアド
バイスを心掛けたいと考えています。 

今月の名店 ～地域を愛する思いとともに～ 

 （浦和区仲町２－３－２） 
ジャガイモ本来の濃厚な甘味をサクサクの衣と挽肉の塩味が引き立てます。随所に訪 

 れるゴロつき食感もまた◎。 

最後の一口までジャガイモ本来の「うまみ」

を楽しめます。ソースなしがおすすめ。 

１個１２０円。 

 事務所スタッフもお世話になっております。 

  浦和を訪れた際には、ぜひ一度! 

 「ごちそうさまでした」 

 

コラム  後継ぎと事業承継 第１回 
中小企業の社会における役割は非常に大きいものであることはいうまでもありません。国内の全企業に占める中小企業の企業数

の割合は９９パーセントを超え、従業員総数に占める割合は約７割、製品出荷額の占める割合は約半分近くとなっています。中

小企業は、経済活動の大きな柱であるだけでなく、雇用や技術の担い手としても社会を支える重要な存在です。したがって、中小

企業が、将来にわたってその活力を維持・発展させていくために、事業承継は欠かすことはできません。 

しかし、今、中小企業の経営者の高齢化と、後継ぎ不在の問題が深刻な状況となっています。黒字にもかかわらず廃業する企業

が増加するなど、貴重な技術の継承や雇用の維持への影響が懸念されています。当事務所は、創業１２０年を超える法律事務

所として、中小企業の事業承継に少しでもお役立てできるよう、後継ぎ問題などの事業承継に係る論点について、日々、調査研究

を行っております。本コラムでは、数回に分けて事業承継のために役立つ基礎知識や具体的事例など、分かり易く紹介させていただく

ことを予定しています。 

ぜひ、次回以降もお目通しのほどよろしくお願いします。 

  創刊号はいかがでしたでしょうか。「地域

に根差した法律情報誌」というコンセプトから、できるだけ

身近な話題を取り上げていきたいと考えています。今後

ともお目通しのほどよろしくお願いいたします。暑さ厳しい

折柄、ご自愛のほど祈念申し上げます。 

どっち?which?  ～最初の一歩～ 

 

私たちの日常生活で、借金、交通事故、離婚、相続など

…思わぬ形で「法律トラブル」に巻き込まれることがあります。こ

ういった法律トラブルの当事者となることは「人生に１度あるか

ないか」という人も多く、いざ巻き込まれたときに全く準備をして

いないのが通常でしょう。そんな時、弁護士など法律の専門家

に相談するとことがまず頭に浮かぶのではないでしょうか。急に

訴状が裁判所から届き呼び出しを受け、そのまま予定日に裁

判所に赴くこともあるかもしれません。 
 

いずれにしても、まずは「自分自身」にトラブルが降りかかって

きます。そして、専門家に相談するかどうかも含めて、最初の

「第一歩」は私たちが自ら判断し、動かなければなりません。こ

のコーナーでは、今後数回にわたり、生活者である私たちの「最

初の第一歩」を一緒に考えます。 
 

次号のテーマは「友達からの借金１０万円で裁判を起こさ

れた件」です。 
 

～  事務所百景 -hyakkei- ～ 
 

毎年、初詣は事務所スタッフで大宮

氷川神社を訪れ、事務所とお客さま

のご多幸を祈願しております 

 

～ 弁護士に聞いてみた ～ 

 

 
 
➤ 難しい問題です。 

➤ 遺言はないよりもあったほうがいいのかもしれませ

ん。 

➤ 遺言を作成して、死後に想定される相続人同

士の争いごとを未然に防ぐことが親の役割かもしれま

せん。 

 
 

難しい問題です 

遺言を残すかどうかは難しい問題です。例え

ば、息子と娘はそれぞれ成人し結婚をし、家庭

をもっているが、今でも大変仲が良い兄妹であ

るとします。兄妹の父と母としては、自分たちの

いずれかが死亡したとしても、兄と妹が協力して

相続手続も穏便に済ませられるだろうと思うかも

しれません。実際、大体のケースでは何とかなっ

ているものだと思います。 

関係が悪化することも 

しかし、現実にはそうならない場合も多くあり

ます。先ほどの例でいえば、遺言が残されていな

ければ、遺産分割は兄妹同士が話し合いで決

めなければなりません。兄と妹が話し合いで上

手に決められればそれでいいのですが、そうでな

い場合は、争いに発展し裁判所の調停を利用

しなければならなくなるかもしれません。 

そして、調停を機に、兄と妹の関係は険悪に

なってしまうかもしれません。単なる言い争いを

超えて絶縁に至る可能性すらあり得るところで

す。             （右欄に続く） 

 

 
まちかど質問箱 

もし、「遺言」があれば 

これに対し、もし遺言が残されていたとし

たらどうでしょうか。遺言の内容は、できるだ

け息子と娘に不満がないように作成するべき

ですが、遺産の内容や相続人の考え方次

第では、どのように記載しても不満が残って

しまうことはあります。 

とはいえ、遺言があれば、争いには至らず

息子と娘が裁判所を利用する必要性は格

段に低くなります。仮に、遺言の内容には不

満があったとしても、遺言がない場合に比べ

て、兄妹関係の悪化は避けられるかもしれ

ません。 

ご自身の役割として 

いずれにせよ、遺言がないよりもあったほう

がいいかもしれません。 

特に、遺産分割で揉める可能性を察知

しているような場合、遺言を作って死後に想

定される争いごとを未然に防ぐことが親の役

割かもしれません。たとえその遺言は相続人

にとって不満が残る内容であっても、相続人

同士の関係が険悪になるよりはまだマシとい

う考え方もあるように思います。 

残される方々へ 

大変難しい問題ですが、遺言書の作成

はご自身の財産についてだけでなく、残され

る相続人の方々の未来についても考える大

切な機会になるかと思います。 

 

※本稿は執筆者の見解に基づくものであり、回答者により

見解が異なる場合がございます。 


